
第Ⅲ部 委員会のその他の活動状況等 

第１章 政策担当部局からのヒアリング等 

委員会は、急速に変化しながら発展を続ける電気通信分野の市場環境や政策動

向等を平素から十分に把握し、具体的紛争事案の提起に備える必要がある。 

 このため、平成３０年度には、委員会において次のとおり、政策担当部局から

関係分野に関する情報収集等を行った。 

１ 政策担当部局からのヒアリング

（１）平成３０年５月２９日 第１８２回委員会

総合通信基盤局から「モバイル市場の公正競争の促進に関する検討会報告

書」について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ モバイル市場におけるＭＶＮＯを含めた事業者間の公正な競争を更に促進し、

結果として利用者の需要に応じた多様なサービスの提供や料金の低廉化を通じ

た利用者利益の向上を図ることを目的として、「モバイル市場の公正競争の促進

に関する検討会」（座長：新美 育文 明治大学法学部教授）を開催し、同検討

会における議論の結果、３つの柱（１.ネットワーク提供条件の同等性の確保、

２.中古端末の国内流通の促進、３.利用者の自由なサービス・端末選択の促進）

を通じて、モバイル市場の公正競争の更なる促進を図るための措置又は更なる

検討が必要な事項が取りまとめられた。 

・ ネットワーク提供条件の同等性確保については、①関連ＭＶＮＯやサブブラン

ドの料金・品質（速度）の妥当性、②接続料算定の適正性、③事業者間移転（Ｍ

ＮＰ）の円滑化、④ＭＮＯの迷惑メール設定におけるＭＮＯとＭＶＮＯの同等

性に関する提言を受けた。

・ 中古端末の国内流通の促進については、①中古端末の国内市場への流通、②中

古端末のＳＩＭロック解除、③中古端末の国内取引市場の形成に関する提言を

受けた。

・ 利用者の自由なサービス・端末選択の促進については、①利用者の利用期間拘

束、②利用者による利用実態に合わせたサービス選択、③ＭＮＯから販売店へ

の値引き等に関する実質的指示等に関する提言を受けた。

・ これらの提言を受け、総務省としては制度改正や、関係者への要請等を行って

いく予定である。
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（２）平成３０年９月２０日 第１８５回委員会

総合通信基盤局から「電気通信事業分野における市場検証（平成２９年度）

年次レポート」について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ 電気通信事業分野における市場動向の分析・検証を充実させ、電気通信事業者

の業務の適正性等に関するモニタリング機能の強化等を図るに当たり、客観的

かつ専門的な見地から助言を得ることを目的として、学識経験者等で構成する

電気通信市場検証会議（座長：大橋 弘 東京大学公共政策大学院・大学院経

済学研究科教授）から助言を得て、「電気通信事業分野における市場検証（平成

２９年度）年次レポート」を平成３０年８月２８日に公表した。

・ 「年次レポート」では、移動系通信市場や固定系通信市場における小売・卸売

市場別の契約数及び事業者別シェアに関するデータや利用者向けアンケート結

果等に基づき、電気通信市場における競争状況の分析を行っている。

・ また、電気通信事業法の実効性を確保するため、電気通信事業者における法

令・ガイドラインの遵守状況やサービス提供に係る課題等の確認を実施した。

平成２９年度は、３つの事項（①固定系通信に関する電気通信事業者の業務の

状況等の確認、②移動系通信に関する電気通信事業者の業務の状況等の確認、

③グループ内外の電気通信事業者に対する不当な差別的取扱いの確認）を中心

に確認を行った。 

・ 電気通信市場における競争状況の分析、電気通信事業者の業務の適正性等の確

認の結果を踏まえ、事業者間の公正競争の確保及び利用者利便の向上の観点か

ら固定系通信市場及び移動系通信市場のそれぞれについて検証を実施し、重要

となる課題等を整理した。

・ 平成３０年度は、電気通信事業分野における市場検証に関する年次計画（平成

３０年度）に基づき、移動系通信における禁止行為規制の緩和の影響の検証を

行うほか、検証期間の３年目であることから、改正電気通信事業法の施行状況

に関する総合的な検証に資するために、改正法施行後における電気通信市場の

変化等に留意した分析等を行う予定である。

（３）平成３０年１１月２日 第１８６回委員会

総合通信基盤局から「「固定電話番号を利用する転送電話サービスの在り

方」答申」について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ 固定電話番号(０ＡＢ～Ｊ番号)を使う電話は、「市外局番による地域性」、「高い

通話品質」、「緊急通報が可能」といった要件が制度上義務付けられており、社
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会的信頼性を得ながら国民生活に広く浸透しているところ、転送電話により、

例えば、実際は東京・大阪にいない人が相手に｢０３｣｢０６｣の固定電話番号を

表示して電話をかけているように装うことも可能。こうしたサービスは、法人

ユーザに一定のニーズがあるが、固定電話自体の地域性や社会的信頼性に疑義

が生じていくものであり、これまで十分なルールが未整備。このため、平成３

０年４月に情報通信審議会に諮問、同年９月に答申を受けたもの。 

・ 答申では、固定電話番号が有する４つの識別性（①地理的識別性、②サービスの識

別性、③通話品質の識別性、④社会的信頼性の識別性）ごとに現状と課題を整理し、

考え方を示している。

・ 答申を受けて、本答申の内容を実効性のあるものとするため、総務省においては、必

要となる制度整備を速やかに進め、関係事業者の取組を促進していく考え。

（４）平成３１年２月２５日 第１８８回委員会

総合通信基盤局から「接続制度に関する現状及び課題」について説明を受

け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

２ 委員会における施設視察（平成３０年７月１８日 第１８３回委員会）

 ＮＴＴドコモ品川ビル（ネットワークオペレーションセンター）の施設の視

察を行い、意見交換を行った。 
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・  電気通信事業法の目的、電気通信事業に関する制度等の概略について説明。

・  電気通信事業者一般に対する規制として、回線設備を設置する電気通信事業者に対

する接続応諾義務等について説明。

・  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する接続ルールについて

は、現状の制度に加えて NGN に係る機能の見直しや今後の課題について説明。

・  第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する接続ルールについて

は、現状の制度に加えて現在研究会等で検討中の主な課題（①接続料算定の適正

性・透明性の向上、②全国ＢＷＡ事業者への制度の適用、③ＭＮＯとの同等性確保）に

ついて検討の方向性について説明。



第２章 「地方電気通信事業者の契約に係る実態等調査」の報告 

委員会では、紛争処理を行う際の基礎資料とするために、事務局において実施

した「地方電気通信事業者の契約に係る実態等調査」の概要について、第１８２

回委員会（平成３０年５月２９日）で報告を受け、意見交換を行った。 

地方電気通信事業者の契約に係る実態等調査 

本件調査は、地方電気通信事業者が契約者に提供しているサービスや他の電気

通信事業者との協定・契約の実態、当該協定・契約において地方電気通信事業者

が抱える問題点について、アンケート及びヒアリングを行うことにより実施した。 

【説明の概要】 

 １ 目的等 

（１）目的

① 地方電気通信事業者が契約者に提供しているサービスや他の電気通信事

業者との協定・契約の実態、当該協定・契約における地方電気通信事業者が

抱える課題を把握する。

② 地方電気通信事業者における電気通信紛争処理委員会の認知状況や利用

意向を把握する。

（２）主な調査対象

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府以外に拠点を有する電気

通信事業者

（３）調査方法

・アンケート（４７１件送付。回収数１１８件（回収率２５．１％）。）

・ヒアリング（アンケート回答者のうち１３社）

２ 地方電気通信事業者の協定・契約の実態等に関するアンケート調査 

（１）地方電気通信事業者が提供しているサービスの状況等

・地方電気通信事業者が現在提供しているサービスは「インターネット接続

サービス」が約９割、「ＦＴＴＨアクセスサービス」が約５割、「ＩＰ電話

（０５０、０ＡＢ～Ｊ番号を使用するもの）」が約４割。

・現在注力しているサービスは、「インターネット接続サービス」が約７割、

「ＦＴＴＨアクセスサービス」が約２割。

・将来注力したいサービスは、現在注力しているサービスと比べて、「イン
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ターネット接続サービス」が約３割に減少し「ＦＴＴＨアクセスサービス」

は約３割に増加。

（２）地方電気通信事業者の契約形態

・締結相手の電気通信事業者は「都市の大企業」が約７割。

・締結している協定・契約は「トランジット契約」が約６割、「ローミング」

が約４割、「専用線貸借契約」が約３割。

・協定・契約の交渉手段は「相対」が約７割、「約款」が約５割。

 締結相手の電気通信事業者 協定・契約の交渉手段 

締結している協定・契約 

現在提供しているサービス 

現在注力しているサービス 

将来注力したいサービス 
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（３）他の電気通信事業者との協定・契約に関する不満

・契約相手となる事業者については、「相手の事業者から提示された料金が

高い」という不満について「該当する」と「どちらかというと該当する」

との回答が合わせて約６割。

・自社内の体制については、「契約手続きに対応するノウハウが社内に不足

している」という不満について「該当する」と「どちらかというと該当す

る」との回答が合わせて約５割。

・地方に立地していることに起因する不満（自由記入）については、２９社

から回答があり、主に、「協定・契約の相手方電気通信事業者が少ない」、

「回線費用の負担が大きい」という回答であった。

（４）地方電気通信事業者の協定・契約の実態等に関するヒアリング調査

・アンケートに回答した事業者の中から、アンケート調査回答や事業規模等

を考慮して１３社を選定しヒアリングを実施。（３）の項目に関連した類

型でまとめた概要は以下のとおり。

協定・契約締結に関する不満

n=107 
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３ 電気通信紛争処理委員会の認知状況等調査 

（１）認知状況及び認知手段

・委員会の認知状況は、「知らなかった（初めて聞いた）」が約３割。

・全体の約７割を占めた委員会を知っている事業者（「役割も含めて知ってい

る」又は「名前は聞いたことがあった」と回答した事業者）に対して認知手

段を尋ねたところ、「所属団体（業界団体等）からのメールマガジン等の情

報発信」が約６割。
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（２）利用しない理由と利用意向

・利用しない理由は「本委員会に相談するような困り事がなかった」が約８割。 

・利用意向は「利用したい」と「どちらかと言えば利用したい」を合わせると

約５割。

電気通信紛争処理委員会の認知状況と認知手段 

電気通信紛争処理委員会を利用しない理由 電気通信紛争処理委員会の理由意向 
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第３章 周知広報、利便性向上等のための取組 

委員会の認知度及び利便性の向上等のため、次の取組を行った。 

１ 講演会における委員会業務説明

 平成３０年６月２１日、東京都千代田区において開催された、平成３０年度

第１回関東テレコム講演会（主催：関東総合通信局）において、関係事業者等

に対し、委員会の概要、あっせんの手続、事業者等相談窓口等について、事務

局職員による説明を行った。 

 そのほか、総合通信局等主催の講演会等において委員会のパンフレットを

配布した。 

２ 総合通信局等を通じた周知等

 平成３０年１１月８日の情報通信部長等会議において、総合通信局等に対し、

事務局から委員会の周知について協力依頼を行った。 

 総合通信局等においては、管区内の通信・放送事業者を対象に、講演会やイ

ベント等における委員会の周知機会の確保や委員会のパンフレットの配布等

を行うとともに、総合通信局庁舎内に委員会のパンフレットを設置し、ホーム

ページに委員会のバナーやＵＲＬを掲載する等の取組が行われている。 

３ 電気通信事業者への資料の送付 

 所管部局に依頼し、全国の届出電気通信事業者に対し、委員会が取り扱う事

案及び相談窓口等を記載した資料を送付した。 
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